
雇用保険法施行規則

昭和50年 3月10日労働省令第3号

改正：令和 2年 5月 1日厚生労働省令第96号（雇用保険法施行規則の一部を改正する省令）

改正前 改正後

-附則-

施行日：令和 2年 5月 1日

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一

号イに該当する事業主であつて、同項第二号

イ(1)の対象期間（以下この条において「対

象期間」という。）の初日が令和二年一月二

十四日から起算して六月が経過する日までの

間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症

（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国

から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限

る。）であるものに限る。以下この条及び附

則第十七条の二の三第二項第一号において同

じ。）に伴う経済上の理由により、急激に事

業活動の縮小を余儀なくされたもの（以下こ

の条において「新型コロナウイルス感染症関

係事業主」という。）に係る対象期間（次項

及び第八項において「新型コロナウイルス感

染症特例対象期間」という。）については、

第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用

しない。

２ 新型コロナウイルス感染症特例対象期間

中に実施された第百二条の三第一項第二号イ

に規定する休業等（当該休業等について雇用

調整助成金が支給されるものに限る。第四項

及び第六項において単に「休業等」という。

）の日数は、同条第三項ただし書に規定する

基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給

日数に含めない。

３ 新型コロナウイルス感染症関係事業主に

係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用

については、同号イ中「(5)に規定する判定

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一

号イに該当する事業主であつて、同項第二号

イ(1)の対象期間（以下この条において「対

象期間」という。）の初日が令和二年一月二

十四日から起算して六月が経過する日までの

間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症

（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国

から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限

る。）であるものに限る。以下この条及び附

則第十七条の二の三第二項第一号において同

じ。）に伴う経済上の理由により、急激に事

業活動の縮小を余儀なくされたもの（以下こ

の条において「新型コロナウイルス感染症関

係事業主」という。）に係る対象期間（次項

及び第十項において「新型コロナウイルス感

染症特例対象期間」という。）については、

第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用

しない。

２ 新型コロナウイルス感染症特例対象期間

中に実施された第百二条の三第一項第二号イ

に規定する休業等（当該休業等について雇用

調整助成金が支給されるものに限る。以下こ

の条において単に「休業等」という。）の日

数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇

調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に

含めない。

３ 新型コロナウイルス感染症関係事業主に

係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用

については、同号イ中「(5)に規定する判定
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基礎期間の初日の前日において当該事業主に

被保険者として継続して雇用された期間が六

箇月未満である被保険者、解雇を予告された

被保険者等」とあるのは「解雇を予告された

被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事

業主が指定した日（前号イに該当するものと

して過去に雇用調整助成金の支給を受けたこ

とがある事業主にあつては、当該指定した日

が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の

翌日から起算して一年を超えているものに限

る。）」とあるのは「当該事業主が指定した

日」とする。

４ 新型コロナウイルス感染症に際し新型コ

ロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二

条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者の令和二年四月一日から同年六月三十日ま

での期間中の休業等については、同条第二項

第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係

る同号の規定により対象被保険者に支払つた

手当の額◆追加◆に相当する額として算定し

た額の三分の二（中小企業事業主にあつては

、五分の四）の額（その額を当該手当の支払

の基礎となつた日数で除して得た額が基本手

当日額の最高額を超えるときは、基本手当日

額の最高額に当該日数を乗じて得た額）を支

給するものとする。

５ 新型コロナウイルス感染症関係事業主で

あつて次の各号のいずれにも該当するもの◆

追加◆に対する前項の規定の適用については

、同項中「三分の二（中小企業事業主にあつ

ては、五分の四）」とあるのは「四分の三（

中小企業事業主にあつては、十分の九）」と

する。

一 令和二年一月二十四日から第百二条の三

第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期

間の末日までの間（次号において「基準期

間」という。）において、同項第一号イの

事業所の労働者（日雇労働者を除く。）を

基礎期間の初日の前日において当該事業主に

被保険者として継続して雇用された期間が六

箇月未満である被保険者、解雇を予告された

被保険者等」とあるのは「解雇を予告された

被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事

業主が指定した日（前号イに該当するものと

して過去に雇用調整助成金の支給を受けたこ

とがある事業主にあつては、当該指定した日

が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の

翌日から起算して一年を超えているものに限

る。）」とあるのは「当該事業主が指定した

日」とする。

４ 新型コロナウイルス感染症に際し新型コ

ロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二

条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者の令和二年四月一日から同年六月三十日ま

での期間中の休業等については、同条第二項

第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係

る同号の規定により対象被保険者に支払つた

手当の額又は賃金の額に相当する額として算

定した額の三分の二（中小企業事業主にあつ

ては、五分の四）の額（その額を当該手当の

支払の基礎となつた日数で除して得た額が基

本手当日額の最高額を超えるときは、基本手

当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額）

を支給するものとする。

５ 新型コロナウイルス感染症関係事業主で

あつて次の各号のいずれにも該当するもの（

次項又は第七項に該当する事業主を除く。）

に対する前項の規定の適用については、同項

中「三分の二（中小企業事業主にあつては、

五分の四）」とあるのは「四分の三（中小企

業事業主にあつては、十分の九）」とする。

一 令和二年一月二十四日から第百二条の三

第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期

間の末日までの間（以下この条において「

基準期間」という。）において、同項第一

号イの事業所の労働者（日雇労働者を除く
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解雇した事業主（労働者の責めに帰すべき

理由により解雇した事業主を除く。）以外

の事業主であること。

二 第百二条の三第一項第一号イの事業所に

おいて役務の提供を行つていた派遣労働者

又は期間の定めのある労働契約を締結する

労働者であつて基準期間内に離職したもの

の数等から判断して、適正な雇用管理を行

つていると認められる事業主であること。

◆追加◆

◆追加◆

６ 新型コロナウイルス感染症に際し新型コ

ロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二

条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定

の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行わ

れるもの」とあるのは「行われるもの若しく

は労働者の雇用の安定を図るために必要なも

のとして職業安定局長が定めるもの」と、同

号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十

分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四

十分の一」と、「以上となるもの」とあるの

は「以上となるもの又はこれに準ずるものと

して職業安定局長が定める要件に該当するも

の」と、同項中「百日」とあるのは「百日に

令和二年四月一日から同年六月三十日までの

期間中の休業等の実施日数を加えた日数」と

する。

７ 新型コロナウイルス感染症に際し新型コ

ロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二

条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者の令和二年四月一日から同年六月三十日ま

での期間中の教育訓練に係る同号の適用につ

いては、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内

に行われるものであつてその受講日において

当該対象被保険者を業務に就かせないもので

あること。」とあるのは「所定労働時間内に

行われるものであること。」とする。

。）を解雇した事業主（労働者の責めに帰

すべき理由により解雇した事業主を除く。

）以外の事業主であること。

二 第百二条の三第一項第一号イの事業所に

おいて役務の提供を行つていた派遣労働者

又は期間の定めのある労働契約を締結する

労働者であつて基準期間内に離職したもの

の数等から判断して、適正な雇用管理を行

つていると認められる事業主であること。

６ 令和二年四月八日から同年六月三十日ま

での期間中の休業等に関し、新型コロナウイ

ルス感染症関係事業主であつて次の各号のい

ずれにも該当するもの（次項に該当する事業

主を除く。）に対する第四項の規定の適用に

ついては、同項中「算定した額の三分の二（

中小企業事業主にあつては、五分の四）の額

」とあるのは「算定した額のうち、職業安定

局長が定める方法により算定した額の五分の

三までの部分の額の十分の九の額に、当該職

業安定局長が定める方法により算定した額の

五分の三を超える部分の額を加えた額」とす

る。

一 基準期間において、第百二条の三第一項

第一号イの事業所の労働者（日雇労働者を

除く。）を解雇した事業主（労働者の責め

に帰すべき理由により解雇した事業主を除

く。）以外の事業主であること。

二 第百二条の三第一項第一号イの事業所に

おいて役務の提供を行つていた派遣労働者

又は期間の定めのある労働契約を締結する

労働者であつて基準期間内に離職したもの

の数等から判断して、適正な雇用管理を行

つていると認められる事業主であること。

三 中小企業事業主であること。

四 第百二条の三第一項第二号イに規定する

対象被保険者の休業等に係る手当又は賃金

の支払率（就業規則その他これに準ずるも

のにより算定した当該手当又は賃金の支払
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８ 前各項の規定は、新型コロナウイルス感

染症特例対象期間の初日から起算して六月の

期間内に、別の対象期間の初日がある場合に

は、当該別の対象期間については、適用しな

い。

の基礎となつた期間における平均賃金に占

める支払つた休業等に係る手当又は賃金の

割合をいう。次項第四号において「休業手

当等支払率」という。）が五分の三を超え

る事業主であること。

７ 令和二年四月八日から同年六月三十日ま

での期間中の休業等に関し、新型コロナウイ

ルス感染症関係事業主であつて次の各号のい

ずれにも該当するものに対する第四項の規定

の適用については、同項中「算定した額の三

分の二（中小企業事業主にあつては、五分の

四）の額」とあるのは「算定した額」とする

。

一 基準期間において、第百二条の三第一項

第一号イの事業所の労働者（日雇労働者を

除く。）を解雇した事業主（労働者の責め

に帰すべき理由により解雇した事業主を除

く。）以外の事業主であること。

二 第百二条の三第一項第一号イの事業所に

おいて役務の提供を行つていた派遣労働者

又は期間の定めのある労働契約を締結する

労働者であつて基準期間内に離職したもの

の数等から判断して、適正な雇用管理を行

つていると認められる事業主であること。

三 中小企業事業主であること。

四 休業手当等支払率が一以上又は休業等に

係る手当又は賃金が基本手当日額の最高額

を超える事業主であること。

五 新型コロナウイルス感染症のまん延の防

止のために必要があるものとして職業安定

局長が定める要件に該当する事業主である

こと。

８ 新型コロナウイルス感染症に際し新型コ

ロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二

条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定

の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行わ

れるもの」とあるのは「行われるもの若しく
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は労働者の雇用の安定を図るために必要なも

のとして職業安定局長が定めるもの」と、同

号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十

分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四

十分の一」と、「以上となるもの」とあるの

は「以上となるもの又はこれに準ずるものと

して職業安定局長が定める要件に該当するも

の」と、同項中「百日」とあるのは「百日に

令和二年四月一日から同年六月三十日までの

期間中の休業等の実施日数を加えた日数」と

する。

９ 新型コロナウイルス感染症に際し新型コ

ロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二

条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者の令和二年四月一日から同年六月三十日ま

での期間中の教育訓練に係る同号の適用につ

いては、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内

に行われるものであつてその受講日において

当該対象被保険者を業務に就かせないもので

あること。」とあるのは「所定労働時間内に

行われるものであること。」とする。

10 前各項の規定は、新型コロナウイルス感

染症特例対象期間の初日から起算して六月の

期間内に、別の対象期間の初日がある場合に

は、当該別の対象期間については、適用しな

い。

-改正法･附則・題名- ～令和 2年 5月 1日 厚生労働省 令 第96号～

施行日：令和 2年 5月 1日

◆追加◆ 附 則（令和二・五・一厚労令九六）

-改正法･附則- ～令和 2年 5月 1日 厚生労働省 令 第96号～

施行日：令和 2年 5月 1日

◆追加◆ １ この省令は、公布の日から施行し、この

省令による改正後の雇用保険法施行規則の規

定は、令和二年四月八日以降に開始した同令

第百二条の三第一項第二号イに規定する休業

等について適用する。

２ 令和二年四月八日前に開始したこの省令

による改正前の雇用保険法施行規則第百二条

© 2020 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 5



の三第一項第二号イに規定する休業等に係る

雇用調整助成金の支給については、なお従前

の例による。

*******
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